
みやぎＮＰＯ夢ファンド運用委員会運営要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は，みやぎＮＰＯ夢ファンド設置規程（以下 「設置規程」という ）第， 。

， （ ，「 」 。）１０条の規定により みやぎＮＰＯ夢ファンド運用委員会 以下 運用委員会 という

の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（運用委員の任期）

第２条 運用委員の任期は２年とする。ただし，再任を妨げない。

２ 運用委員の現在数が設置規程第８条の定足数を満たなくなった場合は，速やかにこれ

を補充しなければならない。

３ 補欠又は増員により選任された運用委員の任期は，前任者又は現任者の残任期間とす

る。

４ 運用委員は，辞任し又は任期が満了した場合においても，後任者が就任するまでは，

その職務を行わなければならない。

（組織）

第３条 運用委員会には，設置規程第８条に定める運用委員長のほか，運用委員の互選に

より副委員長１人を置く。

２ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときは，その職務を代理する。

（会議）

第４条 運用委員会の会議は，委員長が招集し，委員長がその議長となる。

２ 運用委員会の会議は，運用委員の半数以上の出席がなければ，開会し，議決すること

ができない。

３ 運用委員会の議事は，出席した運用委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，

議長の決するところによる。

４ やむを得ない理由により運用委員会に出席することのできない運用委員は，あらかじ

め通知された事項について，書面をもって表決し，又は他の運用委員を代理人として表

決を委任することができる。この場合において，前２項の規定の適用については，その

運用委員は出席したものとみなす。

５ 委員長は，必要があると認めるときは，運用委員会の会議に運用委員以外の者の出席

を求めることができる。

（会議の公開）

第５条 運用委員会の会議は，原則として公開により行うものとする。ただし，相当な理

由があると運用委員長が認めたときは，この限りではない。

（庶務）

第６条 運用委員会の庶務は，設置規程第３条に則り処理する。

（その他）

第７条 この要綱に定めるもののほか，運用委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が

運用委員会に諮って定める。

附 則

１ この要綱は，平成１６年２月１２日から施行する。



２ 運用委員の第１回の任期は，第２条第１項の規定にかかわらず，この要綱を制定した

日から平成１８年３月３１日までとする。


